
（平成２５年１０月２３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認九州地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 10 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 8 件



九州（福岡）国民年金 事案 2703     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 48年３月まで 

私の国民年金については、私が結婚する前に父が加入手続を行い、昭和

45 年９月から 48 年９月までの約３年間分の国民年金保険料を納付してく

れた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿及び申立

人が提出した国民年金手帳の国民年金印紙検認記録により昭和 48 年６月 25

日から同年 10 月 15 日までの間に払い出されていることが確認でき、この時

点では、申立期間は過年度納付により国民年金保険料を納付できる期間であ

る。 

 また、申立人は、申立期間を含む昭和 45 年９月から 48 年９月までの保険

料を父親が納付したと申し立てているところ、申立人の両親に保険料の未納

期間は無く、申立人の父親は保険料の納付意識が高かったものと考えられ、

申立期間当時、両親と同居しており、申立期間に保険料の未納が無い申立人

の兄は、父親が保険料を納付してくれていたと供述していることから、その

父親が申立期間の保険料を納付したものと考えても不自然ではない。 

 さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間において保険料の未

納が無い上、申立期間は 12か月と短期間である。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

  

  

  

 

 

  



九州（大分）厚生年金 事案 4864 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所（現在は、Ａ社Ｃ支

店）における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年６月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月 31日から同年６月１日まで 

私は、昭和 36 年４月１日にＡ社Ｂ事業所に入社し、49 年 12 月 30 日に

同社Ｄ事業所を退職するまで同社に継続して勤務していたにもかかわらず、

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及び申立人が姓名を挙げ、かつ、Ａ社Ｂ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立期間における厚生年金保

険の被保険者記録が確認できる同僚３人の供述から判断すると、申立人が同

社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ事業所から同社Ｅ事業所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

 なお、異動日については、これを特定できる人事記録等の資料は無いもの

の、申立期間において、Ａ社Ｂ事業所から同社Ｅ事業所に異動した同僚が、

異動先の同社Ｅ事業所において昭和 37 年６月１日に厚生年金保険被保険者資

格を取得していることから判断すると、同日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 37 年４月の記録から１万

2,000円とすることが妥当である。 

  

  

  



   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は当時の関係資料が無く不明としているものの、事

業主が昭和 37 年６月１日を資格喪失日として届け出たにもかかわらず、社会

保険事務所（当時）がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難い

ことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



九州（鹿児島）厚生年金 事案 4865 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所（現在は、Ａ社Ｃ支

店）における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年６月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月 31日から同年６月１日まで 

私は、昭和 35 年４月１日にＡ社Ｂ事業所に入社し、52 年９月 30 日に同

社Ｄ事業所を退職するまで同社に継続して勤務していたにもかかわらず、

申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 (注) 申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及びＡ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により、申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が確認で

きる同僚の供述から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ事

業所から同社Ｅ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

 なお、異動日については、これを特定できる人事記録等の資料は無いもの

の、申立期間において、Ａ社Ｂ事業所から同社Ｅ事業所に異動した同僚が、

異動先の同社Ｅ事業所において昭和 37 年６月１日に厚生年金保険被保険者資

格を取得していることから判断すると、同日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 37 年４月の記録から１万

 

  

  

 



4,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は当時の関係資料が無く不明としているものの、事

業主が昭和 37 年６月１日を資格喪失日として届け出たにもかかわらず、社会

保険事務所（当時）がこれを同年５月 31 日と誤って記録することは考え難い

ことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

  



九州（福岡）厚生年金 事案 4866 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 51年４月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月 21日から同年６月１日まで 

  Ｂ社Ｃ支社（現在は、Ｄ社Ｅ支店）から同社の関連会社であるＡ社に出

向していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無

いことが分かった。申立期間において継続して勤務していたことは事実で

あるので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｆ健康保険組合の組合員記録、Ｄ社Ｅ支店の回答及び同僚の供述から判断

すると、申立人はＢ社の関連会社に継続して勤務し（昭和 51 年４月 21 日に

Ｂ社Ｃ支社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る厚生年金

保険被保険者名簿の昭和 51 年６月の記録から、20 万円とすることが妥当で

ある。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  

  

  

  



九州（熊本）厚生年金 事案 4867 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 51年４月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 12万 6,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月 21日から同年６月１日まで 

  Ｂ社Ｃ支社（現在は、Ｄ社Ｅ支店）から同社の関連会社であるＡ社に出

向していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無

いことが分かった。申立期間において継続して勤務していたことは事実で

あるので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社のＦ健康保険組合への加入に関する書類及び同僚の供述から、申立人

がＢ社の関連会社に継続して勤務し（昭和 51 年４月 21 日にＢ社Ｃ支社から

Ａ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る厚生年金

保険被保険者名簿の昭和 51 年６月の記録から、12 万 6,000 円とすることが

妥当である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  

  

  

  



九州（福岡）厚生年金 事案 4868 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 51年４月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10万 4,000円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月 21日から同年６月１日まで 

 Ｂ社Ｃ支社（現在は、Ｄ社Ｅ支店）から同社の関連会社であるＡ社に出

向していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が無

いことが分かった。申立期間において継続して勤務していたことは事実で

あるので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｆ健康保険組合の組合員記録、Ｄ社Ｅ支店の回答及び同僚の供述から判断

すると、申立人はＢ社の関連会社に継続して勤務し（昭和 51 年４月 21 日に

Ｂ社Ｃ支社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る厚生年金

保険被保険者名簿の昭和 51 年６月の記録から、10 万 4,000 円とすることが

妥当である。 

 なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

  

  

  

  



九州（大分）国民年金 事案 2704 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 60年３月まで 

私の国民年金の加入手続については、私の両親がＡ市役所で行ってくれ

た。 

また、申立期間の国民年金保険料の納付については、私の父は私が最初

に国民年金の被保険者となった昭和 57 年４月頃から２、３年後にＡ市役所

の窓口で遡ってまとめて納付したと記憶していると言っていた。 

申立期間の保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の記号番号の前後の国民年金の

任意加入被保険者の資格取得日から、昭和 61 年１月に払い出されていること

が推認できる。 

また、申立人に係るＡ市の国民年金被保険者名簿の備考欄に「Ｓ57．４．

１ 短大卒により（Ｓ61．１．16 届）」と記載されていることから、昭和 61

年１月 16 日に申立人の国民年金の加入手続が行われたものと考えられ、当該

加入手続を行った時点では、申立期間の一部は時効により国民年金保険料を

納付することができない期間であるほか、申立人に別の記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料の納付について、申立人が最初に国

民年金の被保険者となった昭和 57 年４月頃から２、３年後に父親がＡ市役所

の窓口で遡ってまとめて納付したと記憶していると言っていたと申し立てて

いる。 

しかしながら、Ａ市の国民年金担当課は、「申立期間当時、当市の窓口で

は現年度保険料及び過年度保険料のいずれも収納しておらず、また、市役所

  



庁舎内の金融機関では、過年度保険料を納付することはできなかった。」と

回答しており、申立期間の保険料を同市役所の窓口で遡って納付することは

できなかったものと考えられる。 

また、申立人の父親が申立人の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は国民年金の加入手続及び保険

料納付に直接関与しておらず、遡ってまとめて保険料を納付したとされる父

親も記憶は明確でなく、申立期間における国民年金の加入状況、保険料の納

付状況等が不明であり、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  



九州（宮崎）国民年金 事案 2705（宮崎国民年金事案 148、408、455、472 及び

517の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年９月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月から 61年３月まで 

私は、私の妻と一緒に国民年金に加入し、昭和 60 年頃に申立期間に係る

国民年金保険料をＡ社会保険事務所（当時）の窓口で一括して納付した。 

申立期間が未納とされているので、年金記録確認第三者委員会に何度も

申立てを行ったが、記録の訂正は認められなかった。 

今回、申立期間の国民年金保険料を納付した金額は８万 3,000 円であっ

たことや、申立期間に組合員となっていたＢ県Ｃ事業組合は企業年金に加

盟していたが、私は国民年金保険料を納付していたので、同企業年金には

加入しなかったことを思い出した。 

私が企業年金に加入していないことは、申立期間の国民年金保険料を納

付していたことを裏付けるはずなので、再調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る初回から４回目の申立てについては、ⅰ）申立人の国民年

金手帳記号番号は、昭和 61 年６月５日に夫婦連番で払い出されていることが

確認でき、その時点では、当該期間の大部分は、時効により国民年金保険料

を納付できない期間であり、それ以前に別の記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情は見当たらないこと、ⅱ）申立期間は旧国民年金法で

は任意加入しなければ国民年金被保険者にはなれない期間となるが、当該期

間中に住所地があったＤ市Ｅ区の記録でも、当該期間中に申立人が任意加入

被保険者資格を取得したことは確認できないこと等を理由として、既に年金

記録確認宮崎地方第三者委員会（当時。以下「宮崎委員会」という。）の決

定に基づき年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知（平成 20 年６

  



月 11日付け、22年２月 24日付け、23年１月 13日付け及び同年４月 27日付

け）が行われている。  

また、５回目の申立てについては、申立人は、「申立期間の国民年金保険

料については、金融機関から引き出した５万円の中から３万 8,000 円を納付

したことを思い出し、当時の金融機関の取引証明書を提出するので、再調査

してほしい。」と申し立てているが、提出された金融機関の取引証明書は、

申立期間の一部である昭和 55年４月１日から 60年３月 31日までの期間の国

民年金保険料口座振替の取引が無かったことを証明するものであること等を

理由として、既に宮崎委員会の決定に基づき年金記録の訂正が必要とまでは

言えないとする通知が平成 24年７月４日付けで行われている。 

今回、申立人は、納付したとする国民年金保険料の額を５回目の申立て時

での３万 8,000 円から８万 3,000 円に変更した上で、「申立期間に組合員と

なっていたＢ県Ｃ事業組合では企業年金があったが、自分は国民年金保険料

を納付していたので、同企業年金には加入しなかったことを思い出したので

調査してほしい。」と主張し、６回目の申立てを行っている。 

しかしながら、申立人の国民年金保険料の納付金額に係る主張はこれまで

も変遷しており、Ｂ県Ｃ事業組合に照会しても、申立人の主張を裏付ける関

連資料や供述を得ることはできず、宮崎委員会のこれまでの決定を変更すべ

き新たな事情とは認められず、ほかに、宮崎委員会のこれまでの決定を変更

すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保

険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 

 

  



九州（佐賀）厚生年金 事案 4869（佐賀厚生年金事案 1169の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年４月１日から 29年１月１日まで 

  私は、昭和 27 年４月に友人の紹介でＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、29

年８月に退職するまで継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者記録が確認できないため、年金記録確認第三者

委員会に申し立てたが、記録の訂正は認められなかった。 

  今回、私がＡ社に入社した約１年後に入社した同僚の連絡先が分かった

ので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が姓名を挙げた同僚及びＡ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同様に同事業

所における厚生年金保険被保険者資格を昭和 29 年１月１日に取得しているこ

とが確認できる複数の同僚は、厚生年金保険の加入時期は入社時より遅かっ

たと供述していること、ⅱ）前述の被保険者名簿により、申立期間に係る厚

生年金保険被保険者記録が確認できる同僚３人の雇用保険被保険者資格の取

得日は、厚生年金保険被保険者資格の取得日よりも１か月から７か月前であ

ること、ⅲ）申立人の同事業所に係る雇用保険被保険者記録が確認できない

こと、ⅳ）Ｂ社には、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険

料の控除を確認できる資料が残されていないことなどを理由として、既に年

金記録確認佐賀地方第三者委員会（当時。以下「佐賀委員会」という。）の

決定に基づき平成 23 年８月 12 日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言え

ないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立人自身がＡ社に入社した約１年後に入社した同僚の

  



連絡先が分かったことを新たな事情として再度申立てを行っている。 

しかしながら、前述の同僚からは、申立人が申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事情をうかがえる供述を得ること

はできない上、申立人のＡ社における入社時期について、申立人及び当該同

僚の供述は符合しない。 

また、今回、前述の被保険者名簿により、申立期間内に厚生年金保険被保

険者資格を取得したことが確認できる同僚二人に係る雇用保険被保険者資格

の取得日を調査したところ、それぞれの雇用保険被保険者資格の取得日は、

厚生年金保険被保険者資格の取得日よりも２か月前及び４か月前であること

が確認できる上、申立期間においてＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録が

確認できる別の同僚一人は、同事業所には試用期間があり、その期間は個人

ごとに異なっており、長い者は１年間程度であったと供述しており、同事業

所は、従業員全員を必ずしも勤務開始と同時に厚生年金保険に加入させてい

たとは限らない事情がうかがえる。 

このほかに、佐賀委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たら

ないことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（宮崎）厚生年金 事案 4870 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10月 31日から同年 11月１日まで 

私は、勤務していたＡ事業所を平成７年＊月に定年となり、その後も継

続して勤務し、同年 10 月 31 日付けで退職したが、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ事業所において、平成７年＊月の定年後も継続して勤務し、

同年 10 月 31 日付けで退職したと主張しているが、申立人の雇用保険被保険

者記録によると、同事業所に係る離職日は同年 10 月 30 日と記録されており、

申立期間における同被保険者記録は確認できない。 

また、当該離職日は、オンライン記録における申立人の同事業所に係る厚

生年金保険被保険者資格の喪失日（平成７年 10 月 31 日）と符合しており、

当該オンライン記録において、遡って訂正されるなどの不自然な点は見当た

らない。 

 さらに、オンライン記録により、申立期間当時におけるＡ事業所に係る厚

生年金保険被保険者記録が確認できる複数の同僚は、厚生年金保険料は翌月

控除であったと供述しているところ、申立人が提出した平成７年 10 月分の給

与明細書によると、厚生年金保険料が控除されていたことが確認できるもの

の、当該給与明細書の厚生年金保険料額はオンライン記録で確認できる同年

９月の標準報酬月額に見合う額となっていることから判断すると、申立期間

に係る厚生年金保険料が当該給与から控除されたとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関係資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。

  

  



九州（熊本）厚生年金 事案 4871 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年４月１日から同年 10月１日まで 

私は、Ａ社に平成 17 年４月１日から正社員として入社したにもかかわら

ず、同社における厚生年金保険被保険者記録は同年 10 月１日から加入とさ

れている。 

厚生年金保険料は平成 17 年４月分の給与から控除されていたので、申立

期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険被保険者記録及びＡ社の回答から判断すると、申立

人が申立期間において同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社が提出した「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬月額決定通知書」により、同社が、申立人の厚生年金保

険被保険者資格の取得日を、平成 17 年 10 月１日として届け出たことが確認

でき、当該資格取得日は申立人のオンライン記録と一致する。 

また、Ａ社が提出した賃金台帳及び平成 17 年分給与所得に対する所得税源

泉徴収簿によると、申立人の申立期間に係る給与から厚生年金保険料は控除

されておらず、保険料が控除されているのは、申立人が厚生年金保険被保険

者資格を取得した平成 17 年 10 月分以降の給与であることが確認できる上、

Ｂ市が提出した申立人に係る平成 17 年分の所得照会回答書及び同社における

給与支払報告書に記載されている社会保険料等の金額は、前述の源泉徴収簿

に記載されている社会保険料等控除額と符合する。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。

  



九州（鹿児島）厚生年金 事案 4872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 21年４月１日から 23年６月１日まで 

私は、申立期間において、Ａ事業所に勤務し、社会保険料という名目で、

給与から厚生年金保険料が控除されていたと記憶している。 

Ａ事業所に同時期に就職し、一緒に退職した同僚の名前も記憶しており、

勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ事業所に就職した経緯、勤務の内容及び退職時の事情などの具

体的な供述並びに申立人が姓名を挙げ、かつ同事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が

確認できる同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間に同事業所に勤務

していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

同事業所において、最後に厚生年金保険被保険者資格を取得した者の資格取

得日は、申立期間より前の昭和 20 年５月 10 日と記録されており、それ以降、

新規に同被保険者資格を取得した者は見当たらず、申立人が同事業所に同時

期に就職したとして姓名を挙げている複数の同僚においても、前述の被保険

者名簿に厚生年金保険被保険者の記録が確認できない。 

また、適用事業所名簿によると、Ａ事業所は昭和 23 年７月１日に厚生年金

保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主は所在不明であること

から、申立期間における厚生年金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

  



ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、

ほかに、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州(福岡)厚生年金 事案 4873 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ：  昭和 19年生 

住    所 ：   

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年６月１日から同年 10月１日まで 

  Ａ社（現在は、Ｄ社）Ｂ支社Ｃ事業所に昭和 38 年６月１日から勤務した

が、臨時職員として勤務していた申立期間に係る厚生年金保険の被保険者

記録が確認できないので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ社が保管している履歴書により、申立人が昭和 38 年６月１日から 40 年

２月 28 日までの期間について、Ａ社Ｂ支社（Ｃ事業所）で、臨時職員として

勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿により、Ａ社Ｂ支社が厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 38 年 10 月１日であることが確認でき、Ｃ事業所に

ついても、申立期間において厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認

できない。 

また、Ａ社が定めた臨時職員等の社会保険事務処理規程（昭和 38 年９月７

日付け）により、Ａ社が臨時職員を厚生年金保険の加入対象としたのは昭和

38年 10月１日以降であることが確認できる。 

 さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  



九州（福岡）厚生年金 事案 4874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年４月１日から 25年４月１日まで 

  年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、Ａ

社Ｂ事業所に勤務していた申立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間の給与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社Ｂ事業所に勤務していたとしているが、

同事業所において、一緒に勤務したとして申立人が姓名を挙げた同僚二人は、

申立期間に同事業所における厚生年金保険の被保険者期間がオンライン記録

では確認できない。 

また、当該同僚のうち一人は既に死亡しており、他の一人に照会したもの

の供述を得ることができないことから、申立人のＡ社Ｂ事業所における勤務

実態について確認することができない。 

一方、前述の同僚二人は、申立期間の一部について、Ｃ事業所、Ｄ事業所

及びＥ社のいずれかの事業所において厚生年金保険の被保険者期間が確認で

きるところ、申立人及び当該３事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数

の者の供述から、当該３事業所はＡ社Ｂ事業所の関連事業所であったことが

うかがえる。 

このため、前述の３事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

る複数の被保険者に照会を行ったが、申立人のＡ社Ｂ事業所における勤務実

態について供述を得ることができない。 

また、Ａ社Ｂ事業所の商業登記は確認できず、申立人は同事業所の事業主

  



の姓名を記憶していないため、事業主から申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

なお、Ｃ事業所の事業主は既に死亡しており、Ｄ事業所及びＥ社の事業主

は連絡先が不明のため、これらの事業所の事業主からも申立人のＡ社Ｂ事業

所における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申

立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 4875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年６月１日から 23年１月８日まで 

           ② 昭和 26年７月 10日から 27年１月１日まで 

           ③ 昭和 27年１月１日から同年３月１日まで 

           ④ 昭和 27年 11月７日から 28年４月１日まで 

           ⑤ 昭和 28年４月１日から同年６月 10日まで 

           ⑥ 昭和 28年 12月７日から 30年９月１日まで 

  私は、申立期間①及び②についてはＡ社Ｂ事業所に、申立期間③及び④

についてはＣ事業所に、申立期間⑤及び⑥についてはＤ事業所に勤務して

いたにもかかわらず、いずれの申立期間も厚生年金保険の被保険者記録が

確認できない。 

全ての申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

  

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社Ｂ事業所に勤務した時期は同社同

事業所に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和 23 年１月８日）よ

りも前からであったと申し立てているが、適用事業所名簿により、同社同

事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主

の連絡先は不明であることから、申立人に係る同社同事業所での勤務実態

や事業主による厚生年金保険料の控除の状況などの供述を得ることができ

ない。 

また、申立人は既に死亡している同僚５人の姓のみを挙げているものの、

Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において該当者を

特定することができない。 

  



さらに、前述の被保険者名簿により、申立人が厚生年金保険被保険者資

格を取得した昭和 23 年に同資格を取得していることが確認できる同僚４人

からは、申立人が申立期間①当時に、Ａ社Ｂ事業所に勤務していたことを

うかがわせる供述を得ることができず、当該期間における勤務の実態を推

認することができない。 

  加えて、前述の同僚４人のうち、自身の入社時期を記憶している３人は、

いずれも前述のとおり、申立期間①当時に申立人が勤務していたとの確か

な記憶は無いものの、それぞれ、「申立人と一緒に勤務していた時期があ

ることは記憶しているが、当時の厚生年金保険の加入状況及び申立人の勤

務期間は分からない。私の場合、入社から約２年程度経過した後に厚生年

金保険に加入したこととされている。」、「時期は不明であるが、申立人

がＥ課に所属してＧ業務に従事していたことは記憶しているが、当時の厚

生年金保険の加入状況は分からない。私の場合、入社から約６か月経過し

た後に厚生年金保険に加入したこととされている。」、「時期は不明であ

るが、申立人がＥ課に勤務していたことは記憶している。私の場合、はっ

きりとは記憶していないが、入社から約２年程度経過した後に厚生年金保

険に加入したこととされていると思う。」と供述しており、当該同僚につ

いて、前述の被保険者名簿から確認できる厚生年金保険被保険者資格の取

得時期が、それぞれが勤務を開始したと記憶している時期と一致していな

いことから、Ａ社Ｂ事業所は、当時、必ずしも全ての従業員について採用

と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

  また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）、Ａ社Ｂ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者記号番

号払出簿において、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 23

年１月８日となっており、オンライン記録と一致していることが確認でき

る。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、転職する際には条件の良い会社を先に

見付けてから退職しており、当時の厚生年金保険の被保険者記録に空白期

間があることはあり得ないと主張してＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険

被保険者資格の喪失日（昭和 26 年７月 10 日）の相違に係る申立てを行っ

ているが、前述のとおり、同社同事業所は既に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、当時の事業主の連絡先は不明であることから、申立人

に係る同社同事業所での勤務実態や事業主による厚生年金保険料の控除の

状況などの供述を得ることができない。 

また、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる前

述１の同僚３人に確認したものの、申立人が申立期間②当時に、同社同事

業所に勤務していたことをうかがわせる供述を得ることができず、当該期

  



間における勤務の実態を推認することができない。 

  さらに、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 26 年７月 10 日と

なっており、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｃ事業所に勤務した時期は同事業所に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和 27 年３月１日）よりも前か

らであったと申し立てているが、適用事業所名簿により、同事業所は既に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主の連絡先は不

明であることから、申立人に係る同事業所での勤務実態や事業主による厚

生年金保険料の控除の状況などの供述を得ることができない。 

また、申立人は同僚二人について姓のみを挙げているところ、Ｃ事業所

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から該当者を特定することはで

きない上、申立人が同事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得し

た昭和 27 年に同資格を取得していることが確認できる同僚二人に確認した

ものの、申立人が申立期間③当時、同事業所に勤務していたことをうかが

わせる供述を得ることができず、当該期間における勤務の実態を推認する

ことができない。 

さらに、申立期間③当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる前

述の同僚二人のうち一人は、「申立人に係る記憶は無いが、当時、試用期

間があったのではないか。私の場合、入社から約２か月経過した後に厚生

年金保険に加入したこととされている。」と供述していることから判断す

ると、Ｃ事業所は、当時、必ずしも全ての従業員について採用と同時に厚

生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

  加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びＣ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険

被保険者資格の取得日は昭和 27 年３月１日と記載されており、オンライン

記録と一致していることが確認できる上、前述の被保険者名簿において、

申立人の申立期間③における厚生年金保険の被保険者記録は確認できず、

健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したもの

とは考え難い。 

 

４ 申立期間④について、申立人は、Ｃ事業所における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日（昭和 27 年 11 月７日）の相違に係る申立てを行っている

が、前述のとおり、同事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、当時の事業主の連絡先は不明であることから、申立人に係る同事

業所での勤務実態や事業主による厚生年金保険料の控除の状況などの供述

を得ることができない。 

  



また、Ｃ事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる前述３

の同僚二人に確認したものの、申立人が申立期間④当時に、同事業所に勤

務していたことをうかがわせる供述を得ることができず、当該期間におけ

る勤務の実態を推認することができない。 

  さらに、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及びＣ事業所に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の厚生年金保険被保

険者資格の喪失日は昭和 27 年 11 月７日となっており、オンライン記録と

一致していることが確認できる。 

 

５ 申立期間⑤について、申立人は、Ｄ事業所に勤務した時期は同事業所に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日（昭和 28 年６月 10 日）よりも前

からであったと申し立てているが、適用事業所名簿により、同事業所は既

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主の連絡先は

不明であることから、申立人に係る同事業所での勤務実態や事業主による

厚生年金保険料の控除の状況などの供述を得ることができない。 

また、申立期間⑤当時、Ｄ事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が

確認できる同僚一人に確認したものの、申立人が当該期間に、同事業所に

勤務していたことをうかがわせる供述を得ることができず、当該期間にお

ける勤務の実態を推認することができない。 

さらに、前述の同僚一人は、「申立人に係る記憶は無い。私は、Ｄ事業

所ではＧ業務を担当していたが、当時、試用期間があり、試用期間におい

ては厚生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料が控除され

ることは無かったと思う。私の場合、入社から約２か月経過した後に厚生

年金保険に加入したこととされている。」と供述していることから、同事

業所は、当時、必ずしも全ての従業員について採用と同時に厚生年金保険

に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金保

険被保険者記号番号払出簿において、申立人の厚生年金保険被保険者資格

の取得日は昭和 28 年６月 10 日と記載されており、オンライン記録と一致

していることが確認できる上、Ｄ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険の被保険者

記録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の

記録が欠落したものとは考え難い。 

 

６ 申立期間⑥について、申立人は、Ｄ事業所における厚生年金保険被保険

者資格の喪失日（昭和 28 年 12 月７日）の相違に係る申立てを行っている

が、前述のとおり、同事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、当時の事業主の連絡先は不明であることから、申立人に係る同事

  



業所での勤務実態や事業主による厚生年金保険料の控除の状況などの供述

を得ることができない。 

また、申立期間⑥のうち、昭和 30 年５月 10 日から同年９月１日までの

期間については、Ｄ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿により、同事

業所が適用事業所であったことが確認できない。 

さらに、申立期間⑥当時、Ｄ事業所に係る厚生年金保険被保険者記録が

確認できる前述５の同僚一人に確認したものの、申立人が当該期間に、同

事業所に勤務していたことをうかがわせる供述を得ることができず、当該

期間における勤務実態を推認することができない。 

加えて、前述の同僚一人は、「私は、昭和 36 年８月までＤ事業所に勤務

していたが、同事業所では厚生年金保険の適用事業所でなくなる前から従

業員について厚生年金保険に加入させる取扱いを止めており、私の場合、

同事業所での厚生年金保険被保険者資格の喪失日は 29 年６月 26 日となっ

ている。」と供述している。 

また、Ｄ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の「資格喪失年月

日欄」には、申立人が昭和 28 年 12 月７日に同事業所の厚生年金保険被保

険者資格を喪失したことに伴い、社会保険出張所（当時）が健康保険被保

険者証を回収したことを示す「証回収済」の記載が確認できる上、申立人

の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び同事業所に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪

失日は 28 年 12 月７日と記載されており、オンライン記録と一致している

ことが確認できる。 

 

７ 申立人が全ての申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与か

ら控除されていたことを示す給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立人

が全ての申立期間の厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる

関連資料や周辺事情も見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として全ての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 4876 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月１日から同年５月１日まで 

 私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）にＣ職として勤務していたが、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

 申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する申立人に係る人事記録及び申立人が提出した「Ａ社Ｄ部の

身上調書」の写しから、申立人は、昭和 56 年４月１日から 57年３月 30日ま

での期間においてＡ社Ｅ事業所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届

の写しにより、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 56 年５月

１日と記載されていることが確認できるところ、同社は、「申立人の申立期

間に係る厚生年金保険料が控除されていたか確認できる関連資料等は保管し

ていないが、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届の控えの記載内容か

ら判断すると、申立人を昭和 56 年５月１日に厚生年金保険に加入させたもの

であり、通常、職員を厚生年金保険に加入させる以前の期間について、厚生

年金保険料を給与から控除することは無い。」と回答している。 

また、オンライン記録により、申立人と同日（昭和 56 年５月１日）にＡ社

において厚生年金保険に加入した被保険者 23 人のうち、申立人と同様にＣ職

であったと思われる 15 人についてＢ社に照会したところ、昭和 56 年４月か

ら勤務している者が 13 人確認できることから判断すると、Ａ社では、職員を

必ずしも採用と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がう

かがえる。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

  



控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

  




